
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

土工 土工
舗装版取壊し積込工 170㎡ 舗装版取壊し積込工 206㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬処分工 8㎥ ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬処分工 10㎥
小型バックホウ掘削積込 200㎥ 小型バックホウ掘削積込 210㎥
土砂運搬処分工 200㎥ 土砂運搬処分工 210㎥
下層路盤工 160㎡ 下層路盤工 168㎡
上層路盤工 160㎡ 上層路盤工 168㎡
舗装工 170㎡ 舗装工 206㎡

付帯工 付帯工
構造物一時取り壊し・復元 ― 構造物一時取り壊し・復元 一式

5　変更理由

変 更 前 変 更 後

平方地内（市道2035号線、外2路線）配水管布設工事

上尾市大字平方地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

平成30年6月11日

平成30年10月26日

平成--年--月--日

平成--年--月--日

円 円23,832,360 25,056,000

工 期

工 事 概 要

図面と現地とで差異があり、既設管が占用位置を外れて布設されていたため、土工の数量を変
更して既設管の撤去を行う。
また、既設管が一部、既存構造物の下に布設されていたため、一時的に構造物を取壊して既
設管の撤去を行い、撤去後に復元を行う。


